
Ⅰ 測量業務

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書

新 旧 対 照 表

「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書（令和6年10月版）」を一部改定し、令和7年4月1日

以後に入札する委託業務から適用する。

新旧対照表欄外記号の説明

◎ 重要な変更

○ 標準的な変更

△ 軽微な変更、誤植等

北海道建設部建設政策局建設管理課



- 1 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和6年10月版（一部改定） （旧）令和6年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ 測量業務共通仕様書 １総 則 Ⅰ 測量業務共通仕様書 １総 則

Ⅰ-1-53（Ⅰ-1-53）

■簡略化の対応○

1-41-5 身分証明書等

様式第１－７号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

㈱ R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。

1-41-5

様式第１－７号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名 生年月日
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

S . . ㈱ R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。



- 2 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和6年10月版（一部改定） （旧）令和6年10月版 頁 新（旧）

Ⅰ-1-54（Ⅰ-1-54）

■簡略化の対応○
２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所
（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面） （省略）

２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面） （省略）



Ⅱ 調査業務

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書

新 旧 対 照 表

「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書（令和6年10月版）」を一部改定し、令和7年4月1日

以後に入札する委託業務から適用する。

新旧対照表欄外記号の説明

◎ 重要な変更

○ 標準的な変更

△ 軽微な変更、誤植等

北海道建設部建設政策局建設管理課



- 1 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和6年10月版（一部改定） （旧）令和6年10月版 頁 新（旧）

Ⅱ 調査業務共通仕様書 １総 則 Ⅱ 調査業務共通仕様書 １総 則

Ⅱ-1-26（Ⅱ-1-26）

■簡略化の対応○

様式第１－６号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

㈱ R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。

様式第１－６号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名 生年月日
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

S . . ㈱ R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。



- 2 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和6年10月版（一部改定） （旧）令和6年10月版 頁 新（旧）

Ⅱ-1-27（Ⅱ-1-27）

■簡略化の対応○
２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所
（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面） （省略）

２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面） （省略）



Ⅲ 設計業務

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書

新 旧 対 照 表

「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書（令和6年10月版）」を一部改定し、令和7年4月1日

以後に入札する委託業務から適用する。

新旧対照表欄外記号の説明

◎ 重要な変更

○ 標準的な変更

△ 軽微な変更、誤植等

北海道建設部建設政策局建設管理課



- 1 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和6年10月版（一部改定） （旧）令和6年10月版 頁 新（旧）

Ⅲ 設計業務共通仕様書 １総 則 Ⅲ 設計業務共通仕様書 １総 則

Ⅲ-1-36（Ⅲ-1-36）

■簡略化の対応○

様式第１－８号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

㈱ R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。

様式第１－８号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名 生年月日
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

S . . ㈱ R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。



- 2 -

北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 新旧対照表

（新）令和6年10月版（一部改定） （旧）令和6年10月版 頁 新（旧）

Ⅲ-1-37（Ⅲ-1-37）

■簡略化の対応○
２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面） （省略）

２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

生年月日

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量

または調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであるこ

とを証明します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面） （省略）



令和7年(2025年)4月1日以後の入札より適用(一部改定) 令和7年(2025年)4月1日以後の入札より適用(一部改定)

Ⅰ測量業務共通仕様書 Ⅰ測量業務共通仕様書

Ⅰ-1-53（全ページ貼替） Ⅰ-1-54（全ページ貼替）

1-41-5 身分証明書等

様式第１－７号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

㈱ 基準点測量 R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。

２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量また

は調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであることを証明

します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面）

本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。

１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示しなければ

ならない。

２ 業務で知り得た土地等の権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。

３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、正確かつ良心

的に行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなければならない。

４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなけれ

ばならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りではない。

５ 宅地または垣、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立ち入りの際にあらかじめそ

の旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

６ 日の出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入ってはならない。

７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。

８ 本証を紛失または毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。

９ 根拠法令 法第 条



令和7年(2025年)4月1日以後の入札より適用(一部改定) 令和7年(2025年)4月1日以後の入札より適用(一部改定)

Ⅱ設計業務共通仕様書 Ⅱ設計業務共通仕様書

Ⅱ-1-26（全ページ貼替） Ⅱ-1-27（全ページ貼替）

様式第１－６号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

㈱ R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。

２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量また

は調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであることを証明

します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面）

本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。

１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示しなければ

ならない。

２ 業務で知り得た土地等の権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。

３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、正確かつ良心

的に行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなければならない。

４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなけれ

ばならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りではない。

５ 宅地または垣、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立ち入りの際にあらかじめそ

の旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

６ 日の出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入ってはならない。

７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。

８ 本証を紛失または毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。

９ 根拠法令 法第 条



令和7年(2025年)4月1日以後の入札より適用(一部改定) 令和7年(2025年)4月1日以後の入札より適用(一部改定)

Ⅲ設計業務共通仕様書 Ⅲ設計業務共通仕様書

Ⅲ-1-36（全ページ貼替） Ⅲ-1-37（全ページ貼替）

様式第１－８号

１．身分証明書交付願

身 分 証 明 書 交 付 願

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受託者 住所

氏名

業務番号

業 務 名

上記業務の実施に当たり、土地への立ち入りのため、 法第 条 の規定

に基づく身分証明書について、次のとおり交付願います。

記

氏 名
所 属

作業名称 作 業 期 間 備 考
会社名 住 所

㈱ R . . ～R . .

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。

２．身分証明書

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

住 所

（

所 属（会社名） 写

氏 名 真

）

上記の者は、北海道が行う公共事業のために、北海道からの委任に基づき、測量また

は調査に従事する者であり、他人の土地に立ち入ることができるものであることを証明

します。

事 業 名

作業地域

有効期限 自 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

至 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 日 令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

発 行 者 氏 名 北海道知事 □印

（〇〇総合振興局(○○振興局）〇〇建設管理部）

（裏面）

本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。

１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示しなければ

ならない。

２ 業務で知り得た土地等の権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。

３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、正確かつ良心

的に行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなければならない。

４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなけれ

ばならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りではない。

５ 宅地または垣、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立ち入りの際にあらかじめそ

の旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

６ 日の出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入ってはならない。

７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。

８ 本証を紛失または毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。

９ 根拠法令 法第 条
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